
お問い合わせ先　肝付町役場　農業振興課　☎ 0994（65）8417

令和８年度経営所得安定対策申請受付について

○受付日時
内之浦地区：２⽉ 27 ⽇（⾦）          《予備⽇ ２⽉ 28 ⽇（⼟）》
⾼ ⼭ 地 区：３⽉２⽇（⽉）〜３⽉６⽇（⾦）  《予備⽇ ３⽉８⽇（⽇）》

 ※ 詳細につきましては対象者に送付する申請受付⽇程表をご覧になるか、
役場 農業振興課までお問い合わせください。

○申請時の注意事項
・⽔⽥の地番及び作物などを事前に確認してください。
・令和 8 年度の作付け計画をたててください。
・農地を貸借し、利⽤権の契約が満了している⽅は再度、届出をおこなってください。
・ ⽔稲のみの作付けをおこなう場合、交付⾦はありませんが早期⽔稲の航空防除の案内等をお送りいたしま

すので作付予定品種をおしらせください。なお、⽔稲のみの場合は、電話受付けもいたします。
○申請を行う方へのお願い
・ＷＣＳ⽤稲の植え付けは６⽉ 25 ⽇までにすませてください。
・適正な管理（⽔・雑草・畦・ジャンボタニシなどに注意）をしっかりとおこなってください。
・ 飼料作物に関しては定期的にほ場を確認してください。発芽不良、雑草の繫茂が⾒受けられるほ場があり

ます。そのようなほ場は交付の対象になりません。

経営所得安定対策（転作）申請の受付をおこないます。申請がない場合は交付の対象となりませんので、
ご注意ください。

「肝付農業振興地域整備計画」の全体見直しについて

受付停止期間（予定）＝令和８年５月１日（金）～令和８年 12月 18 日（金）

◆農用地区域に設定すべき土地の考え方

① 10ha 以上の集団的農地
②⼟地改良事業などの対象地
③農業⽤施設⽤地
④上記のほか、地域の農業振興を図る観点から
 農⽤地区域に含める必要がある⼟地
◆農振除外等を一定期間停止します

整備計画の⾒直しに伴い、農振地利⽤計画の
変更申し出（農振除外・編⼊・⽤途変更）・相談
受付を⼀定期間停⽌します。

この計画は、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）に基づき、優良な農地の保全や管理を含め
た農地の効率的な利⽤、農業の健全な発展を図り、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため
に定める計画となります。
 農⽤地区域等の⾯積や農業就業⼈⼝など、⾒直しに必要な項⽬の現状把握及び将来の⾒通しについて、
おおむね５年ごとに調査を実施することとされており、今回、社会情勢の変化や⾃然的条件に適切に対
応するため、令和７年度から令和８年度にかけて整備計画の全体⾒直しを⾏うものです。
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